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（資料出所）日本銀行「企業物価指数」。類別「化学製品」及び「石油・石炭製品」の前年同月比は、指数をもとに厚生労働省労働基準局において計算。
類別とは、企業物価指数を構成する品目を分類する最も大きな単位で、国内企業物価指数の場合は23ある。
「化学製品」、「石油・石炭製品」には、それぞれ以下の表の品目が含まれる。

（注） 2026年５月速報値。

（％）

（年）

（月）

国内企業物価指数（前年同月比）の推移

⃝ 国内企業物価指数（前年同月比）については、品目（類別）別にみると、「石油・石炭製品」、「化学製品」で特に足
下上昇している。

【2026年５月】

化学製品 化学肥料、ソーダ工業製品、無機顔料、圧縮ガス・液化ガス、塩、電池用無機化学工業製品、エチレン、プロピレン、ブタン・ブチレン・ブタジ
エン、ベンゼン、キシレン、合成アセトン、酸化エチレン・エチレングリコール、酸化プロピレン・ポリプロピレングリコール、塩化ビニルモノ
マー、アクリロニトリル、スチレンモノマー、フェノール・ビスフェノールＡ、合成染料、合成ゴム、熱硬化性樹脂、ポリエチレン、ポリスチレ
ン、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ポリアミド樹脂、飽和ポリエステル樹脂、ポリカーボネート、ポリフェニレンサルファイド、メタクリル
樹脂、フッ素樹脂、化学繊維、医薬品（除動物用）、石けん・身体洗浄剤、家庭用合成洗剤、柔軟仕上げ剤、界面活性剤、仕上用・皮膚用化粧品、
頭髪用化粧品、歯磨、電気絶縁塗料、合成樹脂塗料、シンナー、印刷インキ、農薬、接着剤、写真感光材料、触媒、香料、漂白剤

石油・石炭製品 ガソリン、ナフサ、ジェット燃料油、灯油、軽油、Ａ重油、Ｂ重油・Ｃ重油、潤滑油、アスファルト、液化石油ガス、石炭コークス、舗装材料
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１．特別相談窓口の設置 【3月23日（月）】
• 全国の政府系金融機関及び商工団体、各地方経済産業局等（計1102カ所）に「中東・ウクライナ情勢・原油価格上昇
等に関する特別相談窓口」を設置（2022年より設置されている「ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談
窓口」を拡充）。

２．中小企業の資金繰り支援
①金融機関に対する資金繰りへの配慮要請 【3月27日（金）】
• 官民金融団体による意見交換会を開催。同会合で、関係大臣（総理、財務、厚労、農林、経産）から官民金融機関に
対して、中東情勢の影響を受ける事業者の資金繰りへの配慮要請文を発出。

②日本公庫によるセーフティネット貸付の金利引き下げ 【4月1日（水）】
• 原油高等の影響を受ける事業者へのセーフティネット貸付の▲0.4%金利引下げを、2022年5月より実施中。
• 本制度の対象となっていない「中東情勢による取引・生産の減少や停止」についても、4月1日より金利引下げの対象
とする。

③セーフティネット保証５号への業況が厳しい業種の追加指定に向けた臨時調査
• 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円
滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を実施。

• 加えて、業況が厳しい業種を指定するために、臨時調査を実施します

３．価格転嫁
①価格転嫁に係る配慮要請 【3月27日（金）】
•関係大臣（警察、金融、総務、財務（国税）、厚労、農水、国交）、経産大臣及び公正取引委員会委員長から、関係
業界団体に対し、原材料・エネルギーコストの上昇を考慮した上で取引対価を決定するなど、適切な価格転嫁に配慮
するよう要請文を発出。

•経産大臣から各省庁、各地方自治体に対しても、官公需の観点で同趣旨の配慮要請文を発出。

②取引Gメン等による中東情勢の影響の重点調査
•取引Ｇメンや建設Ｇメンなど1000人体制で、中東情勢の影響を重点調査し、価格転嫁の徹底を図る。

中東情勢を踏まえた中小企業対策について
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労働供給制約社会における中堅・中小企業の「稼ぐ力」強化戦略（概要）
⚫労働供給制約社会では、人も中小企業も数よりも質であり、経済の供給力強化のため、「強い中小企業」を作る必要がある。現状維持
ではなく、事業再構築・生産性向上・事業再編等に取り組む中堅・中小企業を徹底的に支援し、必要な連携と再編を促すことで、「稼
ぐ力」の強化と賃上げの好循環を目指し、中小企業・小規模事業者の経営管理能力の高度化と経営改革を実現する。
⚫労働供給制約社会においては、賃上げは単なる分配政策ではなく、人材を惹き付け、生産性向上投資を促し、企業の行動変容を促進す
る「供給力強化政策」そのものであり、成長戦略の起点である。
⚫変化に挑む中堅・中小企業の17の戦略分野への投資やサプライチェーンへの参入を実現し、日本成長戦略や地域未来戦略に貢献する。

• 賃上げ等に向けたプッシュ型の働きかけ・伴走支援体制の強化及び自治体向け補助金・交付金を活用した伴走支援モデル事業創出

経営改革等のための伴走支援体制の強化等

• 賃上げに関して、最低賃金を含む地域別・業種別の詳細分析の実施及び分析結果を実質賃金プラスとなるような賃上げ促進政策へ反映。また、防衛的
賃上げから脱却し、成長型賃上げを可能とする経営基盤を強化する経営リテラシーの向上

• 補助金について、早期の賃上げに向けて足下の賃上げ状況も審査・評価を行う仕組みへの見直し及び実質賃金プラスの定着に向けて積極的に賃上げを行う
中小企業を後押しするための賃上げ促進税制の見直しの検討

賃上げの促進

〇令和８年１月より施行された取
適法・振興法を着実に執行する。

〇官公需や取適法の対象とならな
い民間取引を含め、価格転嫁・
取引適正化を強化する。

→取適法・振興法の「現場への浸透」

• AI分析を活用した法執行強化

• 公取と連携した一層の周知徹底

→官公需における価格転嫁・取引適正化

• 「官公需における価格転嫁・取引適
正化加速化プラン」の推進及びフォ
ローアップの実施

• 受注側中小企業による国等・地方公
共団体の取組状況の評価の拡充

→取適法対象外の取引への規制強化

• 独占禁止法上の告示の策定等とその
遵守徹底、知的財産権等の適切な取
引に関する指針策定

〇経営者交代や経営資源の集約等を
を通じた成長を目指す経営改革を
実現する。

→中小企業Ｍ＆Ａの環境整備

• 個人・機関双方での適正な規律を図る
ための資格制度創設

• 既存の支援機関登録制度を見直し、資
格制度と併せて、法制化を目指す

• 地域における持続可能な事業承継支援
体制の構築

→経営資源集約や親族内承継も含めた事
業承継の円滑な実施

• 事業承継を契機として、生産性向上等
に取り組む中小企業に対する措置等の
検討

→早期の事業再生や再生M&A等による
「成長型再生」の推進

• 経営悪化時の早期対応促進のため、モ
ニタリング強化型特別保証の活用促進
や、金融庁と連携した地域別での再生
支援体制の構築等を通じた予兆管理・
伴走支援の強化

• 再生M&Aの促進に向けた、当該実務に
関するガイドラインの作成

〇成長志向の強い中小企業への行動変容を促す支援策を強化
するとともに、より多くの地域企業が成長志向に向かうメ
カニズムを構築する。

〇現場現業型でスピード感がありAI活用による成長余地の大き
い地域の中小企業のAXを行い、抜本的な経営改革を実現する
ため、補助金や伴走支援に加え地域ネットワーク作りを行う。

→日本経済を担う成長志向企業創出のエコシステム構築
• 100億企業創出メカニズム強化のための、成長投資支援の強化や経
営者ネットワークの全国展開等のソフトインフラ整備

• 成長志向の中小企業の裾野を広げる新たなメカニズム（①売上1～
10億円の企業、②小規模事業者を対象）の構築

• 成長局面での資金需要に向けた、民間と保証協会の新たな責任共有の仕
組の設計、公庫等によるリスクテイク機能を通じたリスクシェアの推進

• ローカル・ゼブラ育成のため、ステークホルダーとの連携体制の構築
• イノベーション、新事業進出、新製品サービス開発等の支援
• 創業時からの経営力向上（AIの活用等）、政策金融等の創業後の成
長支援、これらを支える地域ごとの支援者ネットワークの構築推進

→持続的発展及び賃上げを目指す事業者への経営管理能力の高度化に向けた支援

• プッシュ型の働きかけ・経営計画等の策定を通じた経営リテラシー向上
• エッセンシャルサービス維持に向けた商工会・商工会議所等の体制構築
→ＡＸ・デジタル化
• 中小企業、経営やAIにも精通した人材、適切なAIサービス提供者、支援
機関（金融機関・高専等）の地域ごとのネットワークを構築

• 中小企業の自主的な変革を後押しする生成AIツールの社会実装
→省力化の加速・業務改善
• 省力化投資の促進、生産性向上支援センターや省力化ナビの活用

価格転嫁・取引適正化の徹底 成長支援・成長投資・生産性向上 Ｍ＆Ａ・事業承継等の事業再編

主に付加価値の増大に関する施策

付加価値の増大、労働投入量の
最適化の双方に関する施策

主に労働投入量の最適化に関する施策
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⚫賃上げを実現しようとする事業者に対して、１） 「かかりつけ医」である金融機関、支援機
関側の積極的な働きかけ（プッシュ型）により稼ぐ力を高める方法について、気づきの機会
を提供し、２）「専門医」による寄り添った支援（伴走支援）を拡大。

⚫徹底した伴走支援を通じた生産性向上・省力化投資等の抜本強化を行うことを経済対策で決
定（赤文字部分を経済対策に盛り込み）。

賃上げを実現しようとする小規模事業者支援のための伴走支援体制の強化

（参考）経済対策（2025年11月21日閣議決定）の該当箇所
今般の米国関税措置や事業環境の変化を踏まえ、プッシュ型による伴走支援体制を強化する。よろず支援拠点に生産性向上支援センター（仮称）を設置するほか、商工会・商工会議所をはじめとした支援機関の体制強化を
行うとともに、関係機関が連携した伴走支援のモデルを創出する。
これらにより、企業の成長や生産性向上への気付きを促し、全国津々浦々の中小企業・小規模事業者の賃上げを実現するサポート体制を整備する。

よろず支援拠点
全国４７都道府県に設置。専門家約1,000人

「生産性向上を支援するセンター」の新設
生産性向上支援サポーターによる伴走支援

価格転嫁サポート窓口

中小企業活性化協議会
全国４７都道府県に設置。 相談員約450人

「早期経営改善計画」策定支援、協議会の体制強化

事業承継・引継ぎ支援センター
全国４７都道府県に設置。 相談員約700人

「事業承継計画」策定支援・センターの体制強化

【かかりつけ医】

税理士等による
認定経営革新等支援機関

（約35,000者）

商工会・商工会議所等
（経営指導員約7,500人）

各金融機関 等
（地銀、信金、信組等）

商工会・商工会議所
年間406万件の経営指導の中で実施。

経営指導員約7,500人

経営指導員、外部専門家の経営相談体制強化

売上増

売上増

原価を簡単に計算できる
ツールに加え、省力化の
「デジタル支援ツール」を
新たに開発し、プッシュ型
で働きかけ

賃上げを支援する機関のネットワーク

寄り添った
支援
＜伴走支援＞

相談案件の
つなぎ

中小企業・小規模事業者

【専門医】

積極的な働きかけによる
気づきの提供と相談対応

＜プッシュ型＞

【主な支援策】
（経済対策で強化）

⚫生産性革命推進事業
・デジタル化・AI導入補助金
・持続化補助金 等

⚫新事業進出・ものづくり補助金
⚫省力化投資補助金
⚫公庫等による金融支援
⚫取引適正化の徹底

⚫事業承継・M&A補助金

業種毎の
生産性向上

価格転嫁

再生
再チャレンジ

事業承継

特設HP等を通じた気づきの
機会の提供

プッシュ型による気づきの
機会（健康診断）の提供と
関係機関連携のモデル事業
の実施、認定経営革新等支
援機関による早期経営改善
計画の策定支援（ Vアッ
プ）

※重点支援地方交付金を活用した、
地方自治体による中小企業の賃上
げ環境整備の取組と相互に補完
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売上規模
イメージ

事業者数
主な経営課題

売上拡大 高付加価値化 省力化・デジタル化

100
億
円
以
上

大企業 約1,300者

中堅企
業 約0.9万者

中小企
業 約4,500者

100億未満
｜

10億円
約9万者

10億円
｜

1億円
約60万者

1億円
｜

1,000万円
約140万者

1,000万円
以下 約140万者

中堅・中小企業向け投資支援メニュー
※令和７年度補正予算等

持続化補助金
上限250万 補助率2/3 等

新事業進出・ものづくり補助金
上限9,000万 補助率1/2等

中堅等大規模投資補助金【中堅向け】

【100億宣言企業向け】成長加速化補助金
上限5億 補助率1/2

100億支援

✓ 会社を急成長させたい
✓ 上場を目指したい

✓ 新商品をつくりたい
✓ 海外展開したい
✓ 異分野進出したい

✓ 販路を広げたい
✓ 商品をPRしたい

上限50億 補助率1/3

上限50億 補助率1/3

省力化投資
補助金

上限1億
補助率1/2等

デジタル化・
AI導入
補助金

上限450万
補助率1/2等

事業承継・
M&A
補助金

上限2,000万
補助率1/2等

✓ 人手不足に対応
したい

✓ 生産プロセスを
見直したい

✓ 承継前に事業を
磨きたい

✓ M&Aの統合効果
を出したい
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官公需における価格転嫁の取組について
Ⅰ 官公需の重要性

○ エネルギー価格や原材料費、労務費などの上昇といった中小・小規模事業者を巡る厳しい経営環境の下、 企業の賃上げ原資を確
保し、物価上昇を上回る賃上げを実現するため、適切な価格転嫁を行うことが出来る環境の整備は重要。

○ 地方に目を向けると、GDP全体の約１/４を占める公的需要は、地方部ほどGDPに占める割合が高く、官公需は、地方経済にとっ
て重要な役割を果たしていることから、地方の中小・小規模事業者にとって官公需における価格転嫁等の取組を深化・徹底していく
ことが、引き続き重要。

Ⅱ 政府の取組

「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」
（R8.4.21閣議決定）に定められている措置の実施
◆ 価格転嫁・取引適正化の徹底
→ 契約期間中に発生した労務費、原材料費、エネルギー
コスト等の上昇への対応等

◆ 適切な履行が確保できない低い価格での契約防止等
→ 低入札価格制度調査制度の導入を全ての対象契約
で徹底等

物価上昇を踏まえた官公需の価格転嫁の徹底
◆ 国・独立行政法人等及び地方公共団体において

必要となる予算の確保

低価格受注に起因する倒産及び人材流出等の悪影響を未然に防止し、ダンピングの防止と公共
調達における品質確保、適正なコストの賃金への転嫁並びに公正な競争環境の維持を図ることで、
発注者・受注者及び労働者の三者がそれぞれ利益を享受。

財
政
面

制
度
面

【官公需における価格転嫁・取引適正化加速化プラン等】
◆ 特に自治体の工事関係以外の請負契約における低入札価格
調査制度等の導入の拡大・徹底

（自治体ごとの導入状況を見える化）
◆ 労務費、原材料費等の適切な価格転嫁を図るため、業種ごと
の低入札価格調査基準の見直し

（直接人件費・直接物件費を指標とする等）
◆ 物価上昇に伴うスライド対応や期中改定等を徹底し定着化

◆ 官公需の施設整備や委託・請負事業の単価・予算について、
労務費や資材価格の上昇等を踏まえ引上げ
◆ 「重点支援地方交付金」の活用

（実質的な賃上げにつながる価格転嫁分を支援）

◆ 各地方公共団体における価格転嫁の取組状況を普通交付税
算定へ反映（R8年度～）

国と地方を挙げて、これまでの取組を深化・徹底
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（１）中小企業者向け契約目標：割合61％、契約額約6.５兆円 ※R7年度目標61%、約5.9兆円

（２）設立10年未満の新規中小企業者向け契約目標：割合３％以上

参考：国等（省庁、独立行政法人、国立大学法人等）の官公需総額は約11兆円、地方公共団体は約18兆円（R６年度実績）。

（１）価格転嫁・取引適正化の徹底

• 価格交渉時に一方的に価格を決定することなく、迅速かつ適

切に協議を行うことを明確化

• 価格交渉時に受注者が提示する公表資料を合理的な根拠

として尊重することを明確化

• 契約の途中で実勢価格に変化が生じた場合には入札による

契約を含め再交渉が可能であることや、契約金額変更の申出

を行った受注者に対して、次回発注時に不利益な取扱いがな

いよう配慮することを明確化 等

契約目標

措置事項のポイント

令和8年度国等の契約の基本方針（令和8年4月21日閣議決定）の概要

（２）ダンピング防止の徹底

• 低入札価格調査制度の導入を全ての対象契約で徹底

（現状Ｒ６年度71％）

• ビルメンテナンス・警備等の契約における低入札価格調査発動

基準の引上げ（現状６割程度） 等

（３）品質や機能等の適切な考慮

• ビルメンテナンス・警備等の調達における価格以外の要素も評

価する総合評価落札方式の適用拡大を明記

• 燃料調達の際に、災害時に備えて地域内に燃料供給拠点を

有することが要件となり得ることを明確化

• 著作権の活用を促すコンテンツ版バイ・ドール条項の契約書ひ

な形への設定の徹底 等

（４）フォローアップの強化

• 措置を未実施の場合の理由の公表

• 価格交渉促進月間フォローアップ調査の拡充

• 官公需法に基づき、国等は契約時に中小企業者の受注機会を確保するよう努めるものとし、国等
の契約の基本方針において目標及び措置事項を定め、毎年度当該基本方針を閣議決定。地方公共
団体は国の施策に準じて必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

• 基本方針に明示した措置の実施状況は、各機関が毎年自己点検し、中小企業庁がとりまとめ公表。

（５）人事評価における配慮

• 発注担当職員の積極的な価格転嫁・取引適正化の取組に

ついて、人事評価で配慮 24



○ 官公需の施設整備や委託・請負事業の単価・予算について、労務費や資材価格の上昇等を踏まえ
引上げ

○ 府省庁等の申合せに基づき、ビルメンテナンス契約等の総合評価落札方式の適用拡大や低入札価
格調査基準の見直しを推進

令和8年度予算における官公需にかかる対応

・ 公共工事の設計労務単価について、全国全職種単純平均で前年度比＋4.5％引上げ（国交省）

・ 公立学校施設整備の補助単価について、 例えばＲＣ構造の公立学校施設についてはＲ７当初比＋7.7％引上
げ（文科省）

・ 自衛隊施設整備の工事単価について、例えばＲＣ構造の車庫についてはＲ７当初比＋9%引上げ （防衛省）

・ 本府・8号館庁舎の維持管理運営事業（PFI）の事業費について、ベースとなる個別指標を改訂し、Ｒ７当初比
＋0.4億円（＋4％）増額（内閣府） 

・ 庁舎管理（ビルメンテナンス）請負事業について、予算額をＲ７当初比＋1.5億円（＋12％）増額（経産
省）

・ 労働関係届出データ入力・集計分析委託事業について、労務単価をＲ７当初比＋6%引上げ（厚労省）

・ 登記事項証明書交付事務等委託事業について、積算における基礎経費に乗じる賃金変動率をＲ７当初比＋
6.8％引上げ（法務省）

・ 統計調査事業について、執行上の調査員単価を全国平均でＲ７当初比＋6%引上げ（総務省）

・ 義務教育教科書購入費について、教科書の定価をＲ７当初比＋1.5％引上げ（文科省）

・ Ｒ８地方財政計画において、委託・補助・維持補修などの物価反映分を適切に措置（総務省）

官公需における対応（例）

25
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物価高・官公需の価格転嫁への対応

○ 物価高の中で、ごみ収集や学校給食などサービス・施設管理等の委託料、道路や河川等の維持補修費、改修等に
係る投資的経費など、様々な分野における地方団体のコスト増にきめ細かに対応するため、5,850億円を増額計上

○ 物価高が継続する中、物価上昇を上回る賃上げの実現のため、地方団体の官公需における適切な価格転嫁の取
組の推進が求められていることを踏まえ、地方団体における価格転嫁の取組状況を普通交付税の算定に反映

○ ごみ収集、学校給食などのサービス、庁舎や教育施設の施設管理等の委託料：800億円

※ 普通交付税の単位費用措置を平均５％程度引上げ

○ 道路や河川等の点検・補修に係る維持補修費：750億円

○ 道路や施設の改修等に係る投資的経費（単独）：3,000億円

○ 民間事業者への補助や消耗品費・備品等：800億円

○ 公営企業における物価高への影響：500億円

１．物価高への対応

２．価格転嫁の取組の普通交付税算定への反映

○ 普通交付税の算定費目「地域の元気創造事業費」において、新たに「価格転嫁分」(1,000億円程度)を創設し、
価格転嫁に積極的に取り組む地方団体の財政需要を、以下のような指標を用いて反映

【算定に用いる指標（案）】

・低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の導入率

・スライド条項等の導入率(※) 

・民間委託契約額・指定管理料の増加率(※) ※本庁舎の清掃・夜間警備や一般ごみ収集などの業務を想定

（参考）「地域の元気創造事業費」の「行革努力分」のうち、ラスパイレス指数及び経常的経費削減率等を用いた算定を廃止
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官公需における価格転嫁・取引適正化加速化プランの概要

⚫ 発注に当たって作成する予定価格への最新の
実勢価格の反映

⚫ 低入札価格調査制度（または最低制限価格制
度）の活用

⚫ 契約期間中に発生した労務費、原材料費、エ
ネルギーコスト等への上昇へ誠実な対応、契
約書への明記

⚫ 組織内で利用する契約書ひな形へのコンテン
ツ版バイ・ドール条項の設定

⚫ 知的財産権の取扱いに関する受託事業者への
配慮（著作権や中間生成物の無償譲渡を求め
る記載を行わない）

⚫ 関係府省庁においては、「官公需における価格転嫁・取引
適正化加速化プラン」について、提示された措置を今年
度・来年度の2年間で100％実施できるよう、地方支分部
局や所管の独立行政法人等を含め、スピード感を持って実
行に移すこと。また、中小企業庁においては、取組状況の
見える化を進めること。

⚫ また、地方自治体における価格転嫁を進めることは重要で
あり、中小企業庁においては、各機関における取組や価格
転嫁の状況調査による実態把握を進め、その結果を情報連
携したうえで、総務省においては、取組状況が芳しくない
自治体に対して個別の改善指導、伴走支援を行い、改善が
具体的に確認されるまでフォローアップをすること。また、
得られた知見や改善事例を他の地方自治体への指導・助言
の際に活用し、横展開を図ること。

加速化プランで100％実施を
目指すとした項目（抜粋）

第２回中小WGにおける
佐藤内閣官房副長官指示事項（抜粋）

• 令和8年4月6日の「第2回賃上げに向けた中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において、政
府として、国等の契約の基本方針の措置事項のうち特に取組を加速すべきものを特定し、令和8・9年度の
2か年で100％の実施を目指すこととした。

• 国等及び地方公共団体における取組が進むよう、同ワーキンググループ等においてフォローアップを行う。
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法人企業統計による資本金規模別労働分配率

○ 労働分配率は近年は低下傾向であるが、資本金規模が少ない企業ほど、高い割合で推移している。

（単位：％）

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 参考：母集団数
（単位：社）

労
働
分
配
率

規模計 67.5 67.6 66.2 66.3 68.6 71.5 68.9 67.5 65.1 64.2 3,044,511

資本金規模1,000万円以上 65.4 65.2 64.1 64.5 66.6 69.3 66.0 65.0 62.8 61.4 891,906

〃 10億円以上 52.8 53.7 51.7 51.3 54.9 57.6 52.4 51.2 48.2 47.3 4,622

〃 １億円～10億円 68.0 66.5 65.8 65.6 67.8 69.6 66.0 65.1 62.7 62.8 26,411

〃 1,000万円～１億円 75.3 74.3 74.2 76.0 77.1 80.0 78.8 77.3 76.9 74.4 860,873

〃 1,000万円未満 82.3 83.4 80.3 78.5 82.3 86.5 91.0 84.6 80.0 81.5 2,152,605

資料出所 財務省「法人企業統計」

（注）１ 金融業、保険業を除く全産業。

２ 「資本金規模1,000万円以上」の数値については、厚生労働省労働基準局賃金課にて算出。

３ 各項目・指標の算出は以下のとおり。

労働分配率＝人件費÷付加価値額。

付加価値額＝人件費＋支払利息等＋動産・不動産貸借料＋租税公課＋営業純益。

人件費＝役員給与＋役員賞与＋従業員給与＋従業員賞与＋福利厚生費。
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